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1 事業の成果

2年度は、各事業においてそれぞれ、従前通り事業の拡充と人材育成、地域ネットワーク構築を図り、

地域課題に積極的に取り組んだ結果、各事業ともに安定した事業が行われ成果を見ることができた。

前年に引き続き、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、各事業にも影響が出たが、感染予防対策を

徹底して行い、新たな事業の進め方を確立することができた。今後も感染状況をにらみながら、事業の

進め方を考えていく必要がある。

障害者就労移行支援事業では、年間を通じて職員の内部研修、外部研修が積極的に実施され、 4事業

所とも就労した障害者は、安定的に就労を継続している。今年度より、千歳台事業所の分場という位置

づけであった下北沢分場を世田谷区における拠点とし、下北沢事業所とすることとなり、アクセスの良

さ、世田谷区民以外の利用者の受け入れが可能となり、成果をあげることができた。

障害者就労定着支援事業では、受け入れ事業所・企業により新型コロナウィルス感染拡大防止のため、

新たな定着支援が求められ、就労者によリー層、寄りそうことにより、離職者を最低限に抑えることが

できた。

各事業所では、在宅訓練と通所利用者の希望を受入れながら、新たな訓練体制を整えながら、訓練を実

施し、厳しい環境のなかでも、訓練を修了し、就労した訓練生は多く、各事業所ともに、職員のモチベ

~ン ヨンも維持していくことができた。

主にさら就労塾の卒業生を対象としたさらぼれカフェ (交流会)、 スキルアップ研修や相談受付などは

ON LINE等で実施することにより就労者の安定した就労継続を支援することができた。

施設管理及び受付業務の受託事業 (杉並区立ゆうゆう館 3館)では、緊急事態宣言、まん延防止等措置

などにより、利用率は一時的に低下し続けていたが、年度後半からは、徐々に日常の生活を戻しながら

利用者も増えつつあり、新たな自主登録団体なども誕生している。順次再開した協働事業の運営制限な

ど、運営自体に大きく影響を及ぼしているが、受託 4年 目を迎えたゆうゆう西荻北館、7年 目を迎えた

ゆうゆう方南館、6年 目も迎えたゆうゆう高井戸東館は、利用者から感染者の発生はゼロで、日常的な

感染対策は万全の体制で行いながら日々の運営を行っている。

さらばれ訓練生。ワークサポー ト杉並の障害者実習生の受け入れなども積極的に行い、だれもが安心し

て自分らしく人生を送れる拠点として、コミュニティづくりを図っている。

新しい繋がり創出事業は、 3館合同で ON LINEのチャリティイベントが定着し、年度内に3回実施

することができ、集まった寄付金は「杉並区新型コロナウィルス感染症対策寄付金」へ全額寄付をする

など、工夫を凝らしながら運営を行っている。



2 事業の実施に関する事項

〈1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【265,663】 千円)

定款 に記載
された

事業名

事業内容 日時 場所
従事者

人数

受益

対象者

範囲

受益

対象者

人数

事業費

(千 円)

講習会事業及
び、サポー ト
事 業 要 員 養
成 。派遣

高井戸東プラッ ト

杉並区との協働による
「生きがいづ くり」
「仲間づ くり」
「生涯学習」をテーマ

にした各種講習及びイ
ベン トの開催

4月 ～3月
杉並区 12名 一般市民 3.397人 1,518

方南プラット

杉並区との協働による
「生きがいづ くり」
「仲間づ くり」
「生涯学習」をテーマ

にした各種講習及びイ
ベン トの開催

4月 ～3月
杉並区 12名 一般市民 1,756人 814

西荻北プラッ ト

杉並区との協働による
「生きがいづ くり」
「仲間づ くり」
「生涯学習」をテーマ

にした各種講習及びイ
ベン トの開催

4月 ～3月
杉並区 10名 一般市民 1,729人 1,006

施設管理及び

受付業務の受
託事業

ゆうゆう高井戸東館
杉並区立ゆうゆう高井
戸東館の受託運営

4月 ～3月
杉並区 5名 一般市民 6,669人 8,794

ゆうゆう方南館
杉並区立ゆうゆう方南
館の受託運営

4月 ～3月 杉並区 5名 一般市民 5.560人 9,203

ゆうゆう西荻北館
杉並区立ゆうゆう方南
館の受託運営

4月 ～3月 杉並区 6名 一般市民 9,254人 9,387

障害者 自立支

援 法 に規定 さ

れ た移行支援

事業

さら就労塾@ばればれ

運営/下北沢

障害者総合支援法内の

障害者就労移行支援事

業

4月 ～3月
世田谷

区
7名

世田谷区

在住の

障害者

4,733人

(世田谷区民

3.762人 )

55,485



障害者自立支
援法に規定 さ
れた移行支援
事業

さら就労塾@ぽればれ
運営/池袋
障害者総合支援法内の

障害者就労移行支援事
業

4月 ～3月 豊島区 7名 障害者 3,468人 57 625

さら就労塾@ばればれ
運営/秋葉原
障害者総合支援法内の

障害者就労移行支援事
業

4月 ～3月 台東区 7名 障害者 4,241人 53,373

さら就労塾@ばればれ
運営/横浜
障害者総合支援法内の

障害者就労移行支援事
業

4月 ～3月 横浜市 6名 障害者 1,894人 51,919

障害者 自立支
援法に規定さ
れた定着支援
事業

さら就労塾@ぽればれ
運営/下北沢
障害者総合支援法内の

障害者就労定着支援事
業

4月 ～3月
世田谷

区
1名

就労した

障害者
259人 4, 178

さら就労塾@ぽればれ

運営/池袋

障害者総合支援法内の

障害者就労定着支援事

業

4月 ～3月 豊島区 1名
就労した

障害者
83人 4.374

さら就労塾@ばればれ

運営/秋葉原
障害者総合支援法内の

障害者就労定着支援事
業

4月 ～3月 台東区 1名
就労 した

障害者
195人 3,988

さら就労塾@ぽればれ
運営/横浜
障害者総合支援法内の

障害者就労定着支援事
業

4月 ～3月 横浜市 1名
就労 した

障害者
393人 3,899

目的達成のた

めの事業

書籍・電子書籍出版

① 「ちょっとしたこと
でうまくいく 発達障
害の方が上手に働くた
めの本」
② 「ちょっとしたこと
でうまくいく 発達障

1月 ～ 12

月
全国

①l人

②2人

一般市民

G)E, ooo fl

②2,000部

100



害の人が会社の人間関
係で困 らないための

本」
翔泳社 重版



書式第 13号 (法第 28条関係)

令和 3年度 活動計算書 (その他事業が△塾場合)

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人さらプロジェクト

82.363,790

B

(2)そ の

期首棚卸高
期末棚卸高
賞与引当金
会議費
交際費
会場費
旅費交通費
利用者通勤費
利用者交通費
通信費
荷造運賃発送費

広告宣伝費
消耗什器備品費
消耗品費
事務用品費
修繕費
新聞図書費
研修費
印刷製本費
水道光熱費
支払地代家賃
賃借料
保険料
諸会費
支払手数料

79,

-79.

4.000,

143,

6.077.

4.804,

160,

514

514

000

558

0

0

420

733

441

90

16

94

56

81

29

20

50

00

35

73

46

00

24

ロ田

地域・企業・団体向け講習の企画・運営・コンサルティング事業収益

講習会事業及び、サポー ト事業要員養成 。派遣事業収益

施設管理及び受付業務の受託事業収益

障害者総合支援法に規定された就労移行支援事業収益

障害者総合支援法に規定された就労定着支援事業収益

その他日的を達成するための事業

195,000

249,442, 966

23,925,781

1,277,034

27 840,781

取

そ の の

取

000

000

0

0

659,330.

381,822
222.442
179.372

0

50,000
4,800,000'

18.294.275
781,506

287

1,276,747
0

正会員受取会費
一般会員受取会費

受取人件費補助金

受取運営費補助金

受取家賃補助金

受取地方公共団体助成金
受取民間補助金

受取利息

雑収益
受取寄付金

経 常 費 用

給料手当

賞与
雑給
退職給付費用
法定福利費
福利厚生費

561

900

980

531

716

208

183.298,8961 人

‐ ■■■■口ri■
=平

田■■

64,000
5,399.593



外注費
租税公課
減価償却費
業務委託費
講習材料費
慶弔費
雑費
雑損失

582.274
1.534. 150

94

6,05

18

5

1

41

00

66

00

00

00

265 662.686

会議費
旅費交通費
通信費
公告宣伝費
消耗品費
保険料
支払手数料
租税公課
雑費

2,400,000
2.400,000

155,224

2

2 555 224

給料手当

2)そ

79,222
50.899

0

0

40

48

15

0

0

(1)人

用 268,217.910
A 6 622 871

正

D
固定資産除去損
災害損失

D -1

+

税

+

法人税、住民税及
正

3,809.738
72.307.538

請  ヨ

日

鸞 外 収 恭  計

,

引 肩 期 正 味 E増 濾 ヨ ) ・
 
・

 
・ 0 6.622.870

④

鵬

`

75. 120.670



書式第 15号 (法第 28条関係)

令和 3年度 貸借対照表

事 業 報 告 用

特定非営利活動法人さらプロジェクト

『
＝ ′

現金預金

未収金

前払金

貯蔵品

仮払金

22.73

39.85

36

7

621

873

285

514

280

27 7

建物付属設備
車両運搬具
什器備品
一括償却資産
保険積立金
長期前払費用

5,013.639
0

163. 127

0

17.248. 120

0 22.424,886

2 形固定
ソフ トウェア

3 そ の の

敷金 15,731,818 15,731,818

【A】 資 産 合 計 ①+② 101,431,277

1

未払金

預 り金

前受金

仮受金

未払法人税等

2411

666

000

0

3.809. 700 22.310.607

22.3iO.607

長期借入金
賞与引当金

0

4,000.000 4,000.000

4

+ 26 310 607
B-2 の

前

当
繰 正 07.538

正 13 1 2

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 101,431,277

.債  の 部



16 28

令和 3年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人   さらプロジェク ト

1.重要な会計方針
計算書類の作成は、 NPO法人会計基準  によっています。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
市場価格を基準

(2)固 定資産の減価償却の方法
定率法による

(|)引 当金の計上基準
・ 退職給付引当金

該当なし
・ 賞与引当金

福祉事業の令和4年 6月 賞与のため、当期末に発生していると認められる金額を計上。

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

`・

)消費税等の会計処理
税込方式で計上している

2.事業別損益の状況

科 目 収益事業 非収益事業 福祉事業 本部事業 事業部門計 管理部門 合計

0

0

0

30.659. 330

1.713.019

0

0

781.506
0

92

0

0

44.275
04.264

31.295

0

0

23.925. 781

248. 263. 594

2.444,406

195

12

000
0

0

0

000

195.000
0

23. 925.781

248. 263.594

2.456.406
32.372. 349 781.598 241.479.834 274.633. 781 207.000 274.840.781

22.477. 140

0

0

7. 160

3. 957.455

733124

1

30

421

0

531

048

141

394

640

089

147.210.661
0

1.394.531
647.208

34,046.596

0

00

0

0

0

2.400.0
147.210.561

2.400.000
1. 394.531

647. 208

34, 046. 596

26.441.755 156.857.141 183. 298.896 2.400.000 185. 698.896

2, 640

10.348

0

0

0

142. 236

146. 198

6. 087. 768

0

948.441
12. 635

75.323. 972

13.200

652.203
0

0

12.635
701.613

0

0

0

419. 298

130,358
5.417,225

0

948.441
0

71.060.825

0

143.558

6.077.420
0

948.441

12.635
75. 181.736

4. 379.651 427. 290 77.556.849 82. 363.790 155. 224 82.519.014
30. 821.406 427.290 234.413.990 265. 662.686 2.555,224 268.217.910

8.971.095 -2.348. 224 6.622.8711. 550, 943 354,308 7.065.844

1 経常収益

実議
:13曇『格‡

寺
t 

その
支計

5経

ピ|ス響属
11)i::革

|[]詈
用

人件費計
(2)そ の他経費

会議費
旅費交通費
施設等評価費用
減価償却費
印刷製本費

その他経費計
経常費用計

当期経常増減額

3.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

内 容 金額 算定方法



4.使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。
当法人の正味財産は 75,120,670  円ですが、そのうち  0 円は、下記のように使途が特定されています .

したがって使途が制約されていない正味財産は 75,120,670  円です。

備 考内容
障害

=日
中活動系サー ビス

推進事業補助金

0島区新型コロナウ イルス

感染防止対策費用補助金

台束区介護・障害福祉
サービス事業者支援金

東京都善意銀行助成事業勁成金

世田谷区家賃補助

世田谷区運営費補助
(研修費補助 )

期首残高 当期増加額

18,294,275

68,000

300.000

145,400

4. 800.000

50.000

当期減少額

18,294,275

68,000

300,000

145,400

4. 800,000

50.000

期末残高

0

0

0

18.344 275 18. 344 275合計

5.固定資産の増減内訳

6.借入金の増減内訳

7.役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通 りです。

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

事業費と管理費の按分方法

その他の事業に係る資産の状況

8

科 目 期首取得価額 取 得 減 少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

15.731.818
21.212.232

0

244.576

1,049.527

0

81,449

15. 731,818

22.261.759

0

168, 127

37. 188. 626 1.049.527 81.449 38. 156. 704

有形固定資産
車両運搬具
什器備品

投資その他の資産
敷金

合計

無形固定資産

科 目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

合計

科 目
計算書類に計上

された金額
内、役員との

取引

内、近親者及び
支配法人との取

弓|

活動計算書計

(貸借対照表)

(活動計算書)

貸借対照表計



書式第 17号 (法第 28条関係) 事 業 報 告 用

令和 3年度 財産目録
特定非営利活動法人さらプロジェクト

現金預金
手元現金
りそな銀行井荻支店普通預金
三菱東京UFJ銀行荻窪支店普通預金
みずほ銀行経堂支店普通預金
みずほ銀行池袋西日支店普通預金
みずほ銀行荻窪支店普通預金
みずほ銀行池袋西日支店普通預金
ゆうちょ銀行 (千歳台)

612,725
6,979,983
9,078.019
1,031,448

169,908
998,196

1,061,949
140,626
202,347
356.528
150,002
266,441

1.576.763
110,686

612,725

ち

ち

ち

ち

ち

ち

う

う

う

つ́

う

う

ゆ

ゆ

ゆ

ゆ

ゆ

ゆ

ょ銀行

ょ銀行

ょ銀行

ょ銀行

ょ銀行

ょ銀行

(世 田谷区預か り金)

(秋葉原)

(横浜)

(千歳台工賃 )

(池袋工賃 )

(秋葉原工賃) 22. 122,896   22,735.621

未収金

施設管理運営及び受付事業の受託事業未収金
障害者自立支援法に規定された事業未収金
その他

259,510
630.618
965,745 39,855,873

360.285

79,514

243.280

前払金 360.285

79,514

243,280

貯蔵金

仮払金 40. 538,952

3 27 7

2

(1 )

建物付属設備
什器備品
一括償却資産
保険積立金
長期前払費用

5,013,639
163,127

0

17,248,120
0 22,424,886

(2) 形固定資産

(3) の他の

敷金
下北沢事業所
池袋事業所
秋葉原事業所

横浜事業所

90,0001

51,3341

12,0001

78.4841   15,731,818

1 7

【A】 資 ①+② 101,431, 277産 合 計

負 債 の 部

未
lilE讀

尋
業

笠余施´
.

B-1

14,746. 152

110.686
0

2.335,403 17.192.241



預 り金

源泉徴収税

世田谷区

その他

前受金

仮受金

未払法人税等

0

1. 130.666

0 1, 130.666

178,000

0

3.809.700

178,000

0

3.809.700

22.3iO,607

- a, ooo. ooo賞与引当金 4,000,000'

長翠導くゞ舞借入金

【B-1】 負 ③+④ 26,310.607債 合 計

【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 ― 【B-1】 75, 120,670

n.万]11子墨



書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和 3年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並
びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿 )

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

Z以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ〉

氏   名

前事業年度内の

就任期間

報酬 を受けた期間
(該当者のみに記入)

1 匡ヨ・監事
ネモト  カス'エ

根本 一恵

令和3年 4月 1日

令和4年 3月 31日

令和8年 4月 1日

令和4年 3月 31日

2 匡∃・監事
カワク'チ

リ||[]

イクヒロ

育廣

令和 3年 4月 1日

令和4年 3月 31日

年

年

月

月

日

日

3 睡∃・監事
ヤスオ  マサミ

安尾 真美

令和3年 4月 1日

令和4年 3月 31日

令和3年 4月 1日

令和 4年 3月 31日

4 匡∃・監事
オカノ  ヨシヨ

岡野 佳子

令和 3年 4月 1日

令和4年 3月 31日

年

年

月

月

日

日

5 匡∃・監事
オカ'ワ

,ヽルヒサ

晴寿小 川

令和3年 4月 1日

令和4年 3月 31日

年

年

月

月

日

日

6 理事・E:□

サトウ

佐藤

チエ

智恵

令和3年 4月 1日

令和4年 3月 31日

年

年

月

月

日

日

7 理事・監事

年  月

年  月

日

日

年  月  日

年  月  日

8 理事・監事

年  月

年  月

日

日

年

年

月

月

日

日

9 理事・監事

年

年

月

月

日

日

年

年

月

月

日

日

10 理事・監事

年

年

月

月

日

日

年

年

月

月

日

日

整己撻襲壁塑墜人三生左茎生立上



書式第 4号 (法第 10条・第 28条関係)

設立 。事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人 さらプロジェクト

氏   名

1 根本 一恵

2 佐藤 智恵

3 川口 育廣

4 大根田 利夫

5 美澄 恵美子

6 小山 智子

7 岡野 佳子

8 安尾 真美

9 小川 晴寿

10 高山 篤

11 天野 晃秀

1 2 石井 京子

1 3 成澤 紀美

14 辻 勇作

15 石川 祐司


